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| 令和6年 協会会議等のこよみ

1月 January

10日 第5回浄化槽管理士研修会

12日 第2回維持管理委員会

協会こよみ

18日~20日 役員研修会

第7回理事会

報告 ●優良浄化槽保守点検業者認定制度に係る検討について

●浄化槽法関連資格講習会のオンデマンド化について

●令和4年度法定検査の受検状況について

●令和6年度能登半島地震に伴う対応について

30日 浄化槽技術研修会

2月 February

9日

16日

26日

第2回正副会長会議

第6回浄化槽管理士研修会

第8回理事会

議題 50周年記念事業について

報告 ●優良浄化槽保守点検業者認定制度に係る検討について

●浄化槽技術研修会(1月30日)の状況について

●令和6年度能登半島地震に伴う「見舞金」の募金協力について

●浄化槽法関連資格講習会のオンデマンド化について

●浄化槽設備士研修会の開催について

3月 March

19日 第4回総務事業委員会

水質に関する検査の信頼性確保に係る規定に基づく内部監査25日~26日

個人情報保護法に基づく内部監査
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協会こよみ

27日 第9回理事会

議題 ●令和6年度事業計画について

●令和6年度収支予算について

●令和6年度委員会実施計画について

●新会員の入会について

●優良認定制度検討部会(2月29日)での検討結果について

●全浄連会員団体事務局長等会議(2月27日、28日)の状況について

報告

28日 浄化槽法指定検査 ロック協議会検査員連絡会

4月 April

23日 第1回理事会

議題 第44回定時社員総会について

報告

●役員選考委員会委員の選定

●浄化槽管理士研修会の開催について

●優良浄化槽保守点検業者の選定について

第1回正副会長会議

5月 May

13日

20日

日

28日

31日

第1回浄化槽管理士研修会

監事監査

第2回正副会長会

総務事業委員会

役員候補選考委員会

第2回理事会

議題 ●令和5年度事業報告について

●令和5年度収支決算報告について

●役員候補選考結果について

●会員の入会について

●功労者表彰等候補者について

●役員候補選考委員会委員の変更について

●第44回定時社員総会資料について

報告 ●50周年記念事業について
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6月 June

10日

20日

第44回定時社員総会

第3回理事会

議題 会長、副会長及び専務理事等の選定について

●永年勤続優良従業員、知事表彰の候補者について

浄化槽法指定検査機関東海北陸ブロック協議会 理事会

7月 July

7日 浄化槽設備士試験

8日

10日

16日

22日

第9回一宮市浄化槽協議会

第2回浄化槽管理士研修会

第4回理事会

議題 委員会委員の改選について

●支部役員の改選について

●会員の入会について

●令和6年度政策要望について

報告 創立50周年記念祝賀会の開催について

愛知県知事指定浄化槽法指定検査員会議(三機関会議)

23日~25日 浄化槽技術管理者講習

29日 浄化槽法指定検査機関東海北陸ブロック協議会検査員連絡会

30日 創立50周年記念祝賀会

協会こよみ
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第44回定時社員総会

第44回定時社員総会

全議案を原案通り承認

第44回定時社員総会

開催

開催日時

開催場所

令和6年6月10日(月) 16時00分から16時51分まで

名古屋東急ホテル

総正会員数 192名

出席会員数 154名 (うち委任状出席 115名)

議事

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

第5号議案

令和5 (2023) 年度事業報告について

令和5 (2023) 年度収支決算報告について

今和6 (2024) 年度事業計画(案) について

令和6 (2024) 年度収支予算 (案)について

役員の選任について

関谷俊征会長挨拶

議事の経過

16時に開会し、事務局が司会を務め、開会

の辞を福谷智之副会長が行った。

その後、関谷俊征会長が本日の出席の労に対し

謝意を表し、当協会は創立50周年を迎え、これ

は先人の積み重ねや会員の皆様方のご支援、ご

協力のおかげであること、昨年度の事業は、浄化

槽法定検査事業をはじめ他の事業も順調に運営

でき、これも会員の皆様の日頃の協会に対するご

理解とご協力のおかげであると話した。また、昨

年度から愛知県条例に定める浄化槽管理士研修

会を例年の県主催から本協会主催とし、全国浄化

槽団体連合会が提供する研修システムによる研修

会を実施したが、これは全国どの地域においても

浄化槽管理士のレベルを同じような形で向上させ

ようという考えのもとで始まったもので、この考え

方は大切なことであり、今後も関係行政機関の信

頼と協力をもとに諸団体の皆様との連携を深めて

いこうと考えていることとあいさつをした。
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第44回定時社員総会

(1) 司会者が社員総会の決議について説明し、

定款第17条第1項では「社員総会の決議

は、議決権の過半数を有する正会員等が出席

し、出席した当該正会員等の議決権の過半数

をもって行う。」と規定されており、本日の

出席状況は総正会員数 192名に対し、出席の

正会員39名、委任状を提出された正会員115

名、合計154名と過半数の出席であり、第1

号から第5号議案は過半数の賛同がいただけ

れば決議されることを報告した。

(2) 司会者が定款第15条第1項の規定により

「社員総会の議長は、会長とする。」と定められ

ていることを説明し、関谷会長が議長を務める。

(3) 議事錄署名人選出

議事に入る前に、定款第19条第2項の規定に

よる議事録署名人の選出方法について ったとこ

ろ、議長一任の発言があり、議長が出席者の中

からコメジ・ソシオ株式会社の永野卓司氏と有限

会社岩田工務店の岩田伸氏の2名を指名した。

両氏は、これを了承した。

(4) 議案審議

第1号議案 令和5 (2023) 年度事業報告について

第2号議案 令和5 (2023) 年度収支決算報告について

議長が第1号議案と第2号議案について、事

務局に説明を求めた。

事務局が定時社員総会議案書に基づき、今

和5 (2023) 年度の事業報告について注釈を付

し、説明報告した。

続いて、事務局が定時社員総会議案書に基づ

き、1.貸借対照表、2.正味財産増減計算書の

前年度との増減が大きい科目について注釈を付

し、説明した。また、公益目的支出計画実施報

告書については、計画以上に遂行していること

を報告した。

議長から監事に監査報告を要請した。

青山公美監事が令和5 (2023) 年度事業報告

及び収支計算書並びに関係諸帳簿、証票書類、

財産目録、貸借対照表等について令和6年5月

20日(月)に監査した結果、いずれも正確である

と認めたことを報告した。

青山公美監事 監查報告

議長が第1号議案について質疑発言を求めた

が発言なし。

議長は第1号議案の令和5 (2023)年度事業

報告について承認を諮り、異議なく満場の拍手

をもって承認された。

続いて、議長が第2号議案について質疑発言

を求めたが発言なし。

議長は第2号議案の令和5 (2023)年度収支

決算報告及び監査報告について承認を語り、異

議なく満場の拍手をもって承認された。

第3号議案 令和6 (2024) 年度事業計画(案)について

第4号議案 令和6 (2024) 年度収支予算(案)について

議長が第3号議案及び第4号議案について事

務局に説明を求めた

事務局が定時社員総会議案書に基づき、今和

6(2024) 年度事業計画(案)の検査、機能保証、

広報宣伝、技術の向上、行政協力、合併処理

化槽の推進について要点を絞って説明した。

続いて、事務局が定時社員総会議案書に基づ

き令和6 (2024) 年度収支予算(案) について説

明した。特に浄化槽法定検査手数料について

は、当年度の検査基数の見通しから令和6年度

の計上額を説明した。経常費用に関しては、給

料手当、賞与、福利厚生費、退職給付費用のい

わゆる人件費に関するものと、それ以外に増減
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8

第44回定時社員総会

額の大きくなっている勘定科目、金額の大きい

勘定科目を中心に説明し、今和5年度予算額と

対比しながら説明した。実施事業会計について

は、愛知県への報告通り実施する計画である旨

説明した。

議長が第3号議案について質疑発言を求めた

が発言なし。

議長は第3号議案の令和6 (2024) 年度事業

計画(案)について承認を語り、異議なく満場

の拍手をもって承認された。

続いて、議長が第4号議案について質疑発言

を求めたが発言なし。

議長は第4号議案の令和6 (2024) 年度収支

予算(案)について承認を語り、異議なく満場

の拍手をもって承認された。

第5号議案 役員の選任について

議長が第5号議案について事務局に説明を求

めた。

事務局が定款第24条に定める役員任期満了

に伴う役員改選にあたり、5月28日(金)に役

員候補選考委員会規程に基づき委員会を開催

し、中島賢一委員長始め3名の委員により候補

者が選考された旨説明した。

次いで議長から中島委員長に次期役員候補に

ついて報告を要請した。

中島委員長から役員候補者名簿が発表された。

議長が第5号議案について質疑発言を求めた

が発言なし。

中島委員長報告

議長が選考された役員候補者について全員を一

括して承認することを諮り、異議なく承認された。

議長が第5号議案について承認を語り、異議

なく満場の拍手によって理事13名、監事2名

の役員候補者全員が承認された。

議長は以上をもって本総会の全議事終了を告

げ、議長席を降壇した。

その後、功労者表彰式が執り行われ、会長表

彰状に株式会社浄成の羽谷三津好前監事、感謝

状に当協会の今枝広和春日井業務所所長、優良

浄化槽設備士表彰状に株式会社知多環境保全セ

ンターの森智道氏、優良浄化槽管理士表彰状に

株式会社西原ネオの川本泰之氏、ダイエイテク

ノ株式会社の木村則章氏、中衛工業株式会社の

後藤俊介氏、株式会社尾東の名倉賢一氏が受章

され、表彰された。

16時51分 樋口隆副会長の閉会のことばに

より、拍手をもって一般社団法人愛知県浄化槽

協会第44回定時社員総会を閉会した。
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第

第44回定時社員定時社員総会

一般社団法人 愛知県浄化槽協会

44回定時社員総会

(上段左より) 櫻澤理事、石山理事、木村理事、吉田理事、岩田理事、永野理事、倉地理事、金子理事
(下段左より) 野崎理事、伊藤専務理事、樋口副会長、関谷会長、福谷副会長、青山監事、大村監事

〈令和6年度役員名簿〉

会長関谷俊征

副会長

副会長

專務理事

理

理

理

理

事

軍

事

事

福谷智之

樋

伊

长

永

機
2

Π
野

雄

伸

후

徳

俊澤櫻

地

倉

經

區

監

監

E

田

4

中衛工業(株) 再任

福谷管工(株) 再 任

尾張テクアス(株)

(一社) 愛知県浄化槽協会

大栄産業(株)

(有)岩田工務店

コメジ・ソシオ (株)

クボタ浄化槽システム(株)

(株)西原ネオ

(株)倉衛工業

(株)ハウステック

フジクリーン工業(株)

浩

th

리스

匡 -

崎 小百合

公 美

大村啓 学識経験者

事 野

事青

ノザキ(株)

(資) 青山建材店

再任

新任

再

再

再

再

再

再

再

再

新

任

任

任

任

任

任

任

任

任

再任

新任
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第44回定時社員総会

第44回定時社員総会「表彰状」 「感謝状」「優良浄化槽設備士表彰状」

「優良浄化槽管理士表彰状」の受賞者について

浄化槽に関する事業に長年従事し、協会の会員が功績を認めた者

1 表彰状

2

氏名 所属事業所名

羽谷 三津好 株式会社 浄成

感謝状

3

協会の職員として長年勤務し、協会の運営と発展に寄与した者

氏名 所属事業所名

今枝広和 一般社団法人 愛知県浄化槽協会

優良浄化槽設備士表彰状

4

長年にわたり浄化槽設備士として業務に従事し、功績を認められた者

氏名

森 智道

所属事業所名

株式会社 知多環境保全センター

優良浄化槽管理士表彰状

長年にわたり浄化槽管理士として業務に従事し、功績を認められた者

氏名 所属事業所名

川本泰之 株式会社 西原ネオ

木村則章

後藤俊介

名倉賢

ダイエイテクノ株式会社

中衛工業株式会社

株式会社 尾東

一般社団法人 愛知県淨化槽協会

第44回定時 社

10 浄化槽あいち no113
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一般社団法人
 愛知県净化槽協会

 創立50周年記念祝賀会

創立50周年記念祝賀会

多数の来賓と会員が出席

令和6年7月30日、名古屋東急ホテルにて、政界・行
政・業界関係の来賓、協会会員等約200名の参加により創
立50周年記念祝賀会が開催された。祝賀会は盛大な雰囲
気の中、以下のように行われた。

はじめに、関谷俊征会長が開会の挨拶を行い、これまで

の歴史と成長を振り返り、今後のさらなる発展への決意を

表明した。その後、愛知県知事 大村秀章氏が登壇し、祝
辞を述べられ、協会の社会的貢献と長年の努力に対する感
謝の意を表した。

来賓祝辞の後、愛知県知事による永年勤続表彰が行わ
れ、浄化槽関連業務に長年にわたりに貢献した従業員が表
彰された。

続いて、来賓からの祝辞があり、祝賀会の雰囲気が一層

引き立てられた。また、団体の創立50周年記念事業の一

環として、愛知県環境保全基金への寄付が披露され、地域
社会への貢献を示す象徴的な機会となった。

祝賀会の途中には、ステージで弦楽三重奏が披露され、会
場に美しい音色が響き渡り、参加者たちはしばしの間、音楽

に耳を傾けながら、節目を迎えた協会の歴史に思いを馳せた。

祝賀会は、参加者一同の熱気と感謝の気持ちに包まれ、

無事に終了した。この記念すべき日に、協会の過去を振り

返り、未来への希望を新たにした。

創立50周年記念祝賀会

盛大に開催

挨拶する関谷俊征会長

大村秀章愛知県知事による祝辞
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創立50周年記念祝賀会

永年勤続優良從業員表彰者

◆大野正次(中衛工業株式会社) ◆木全英之 (尾張テクアス株式会社) ◆武田竜臣(株式会社 尾東)

◆長山篤徳(株式会社 倉衛工業) ◆水谷治之 (フジクリーン工業株式会社)

(左より) 大野氏、木全氏、大村知事、武田氏、長山氏、水谷氏、関谷会長

藤川政人参議院議員による祝辞 里見隆治参議院議員による祝辞 沼田正樹環境省浄化槽推進室長による祝辞

上田勝朗全浄連会長による祝辞 直江弘文愛知県議会議長による

乾杯の発声

寄与目録の贈呈と感謝状の授与

武田祥延愛知県環境局長と関谷俊征会長

12 浄化槽あいち no113



50 周年
とうございま

一般社団法人
 愛知県净化標協会

 創立50萬年会

創立50周年記念祝賀会
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行政だより

総務省より環境省に対する勧告

総務省行政評価局は浄化槽行政に関する調査結果に基づき、令和元年の浄化槽法により導入された

「特定既存単独処理浄化槽」の判定が進んでおらず、本制度が十分に活用されていない状況に

ついて、下の通り令和6年2月9日に環境省に勧告を行いました。

1 判定の考え方の見直し・定量的基準の設定

● 判定に、法定検査結果を活用するための措置

● 清掃業者や保守点検業者からの情報収集の仕組みを有効に機能させるための措置

● 維持管理の向上に向けた浄化槽台帳の整備・活用方法の提示、デジタル化の検討

● 調査の背景

浄化槽行政に関する調査結果(概要) 総務省

勧告日:令和6年2月9日 勧告先;環境省

単独処理净化槽 合併処理净化槽浄化槽の約半数は生活雑排水を公共用水域に直接放流する単独処理浄化槽(単独槽)で
水質汚濁・悪臭の原因。平成13年以降は新設が禁止されており、既存の単独槽は老朽化の懸念

<全体753万茎のうち単独槽357万基(今和3年度末) >

令和元年の浄化槽法の改正により、生活環境の保全や公衆衛生上、重大な支障が生じるお令和元年の浄化槽法の改正により、生活環境の保全や公衆衛生上、重大な支障が生じるお

それのある単独槽を「特定既存単独槽」として都道府県等が判定し、浄化槽管理者に除却

等の助言・指導等を行う制度が導入

■ しかしながら、特定既存単独槽の判定が進んでおらず、上記制度が十分に活用されていな
い状況

浄化槽管理者の義務

<判定実績 3県・1市のみ 計270件(令和3年度) >
合併)

維持管
② 法定検査は未受検
だが、清掃や保守

単独全体

法定検査 「指定検査機関が実施

①法定検査を受検
定論式は去檢

判定

維持管理の状況

清掃 ① ② ③

民間事業者 改善策を検討
実施

保守点検

調查結果

✓ 漏水状態が続く単独槽であっても、現在の判定の考え方(環境省指

針)では特定既存単独槽とは判定されない場合あり (右上図の単独槽)

√ 都道府県等に判定のノウハウがなく、また、ノウハウがなく、また、法定検査の結果も活用
されていないために判定が進まない場合あり (同)

清掃や保守点検の情報を収集している都道府県等が少なく、特定既
右当 定される単独構が十分に掘されていない存単独槽と判定され得る単独槽が十分に把握されていない (同2)

√ 都道府県等が作成する浄化槽台帳について、事業者から情報が収集で

きていない・紙媒体での収集となっているため、台帳の整備が進ます、
十分に活用されていない (浄化槽管理者の義務である維持管理が不十分な浄
十分に消用の物にのる化槽の特定や、その管理者への指導が徹底されていない) (同②、③)

点検を実施

③いずれも未受検・
未実施

勧告

判定の考え方の見直し
定量的基準の設定

者みめ た用化業組たけ活ル検出る 向・タ点のせ コ南ジ守集さ 上整デ

ための指
判定に、法定検査結果を

保 向の

活用するための措置

や報 の振
青に 理台提※業の物置 管の帰ら有措 特化法

法横清かをの維浄方の

指定検査指定検査機関
法定検査結果

清・保守点検

業者

期待される効果

特定既存単独槽の
除却等の促進
除却等の促進
(合併槽への転換)

法定検査、清掃、

保守点検の実施率

向上

生活環境の保全土の

公衆衛生の確保
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令和4年度浄化槽法定検査の受検状況について

行政だより K

1 浄化槽法第7条に基づく設置後等の水質検査

2

浄化槽法第7条に基づく設置後等の水質検査(以下「7条検査」という。)は、主に浄化槽の設

置工事の適否及び浄化槽の機能状況を確認するために行うもので、使用開始後3か月を経過した

日から5か月の間に行うこととなっている。

令和4年度の7条検査の受検率は95.8%であった。

浄化槽法第11条に基づく定期検査

浄化槽法第11条に基づく定期検査(以下「11条検査」という。)は、主に保守点検及び清掃が適

正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを判断するために行うもので、毎年
1回行うこととなっている。

令和4年度の11条検査の受検率は27.3%であり、令和3年度(26.2%) から増加しているもの

の、全国平均(令和3年度は47.1%) を下回っている。

なお、各市町村別の7条検査及び11条検査の受検率等は次頁のとおりである。

3 法定検査受検率の推移

100%

90%

95.8%
80%

70%

90%

7条検査(県)

11条検査(県)

7条検査(全国)

50% 11条検査(全国)

40%
27.3%

30%

20%

10% 000ーロー

0%

H15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R01 R02 R03 R04R03 R04
年度

※受検率は、算出方法が平成25年度以前と平成26年度以降で異なるため、この時期を挟んで単純に数値比較することはできない。
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